
市町村等実施事業における米粉普及啓発事業実施要領 

 

1. 目的 

各市町村等が実施するイベント等の事業において、事業実施者または出展者が米粉の

普及を啓発するためにブース設置等を行う際に必要となる普及啓発グッズの貸出または

配布をし、米粉利用拡大の重要性について理解を深めます。 

 

2. 実施主体  山形県、山形県米粉利用拡大プロジェクト推進協議会 

 

3. 対象 

 対象は、市町村、商工・観光・農林関係団体、協同組合・公益法人等の公的団体等が

行う農業等の産業振興を目的としたイベント、シンポジウム、研修会等とします。 

  

4. 実施期間  平成 24年 9月下旬～平成 25年 3月末日 

 

5. 貸出または配布する普及啓発グッズ 

（1） 貸出物 

1．のぼり（大、小） 2．パネル 

①のぼり（大、右図） 

ポール・台座はついていません。 

サイズ： 

H1800×W600mm 

貸出上限：5枚 

②のぼり（小、左図） 

卓上設置用、ポール・台座付き。 

サイズ： 

H300×W100mm 

貸出上限：5枚 

米粉のよさをお伝えするために作成したオ

リジナルパネル（スチレンボード製）です。

下記 2種類 1セットです（別添参照）。 

内容： 

① 米粉のよさ、米粉がなぜ重要なのかを

説明するもの。 

② 特徴的な県産米粉食品として、平成 23

年度米粉食品コンクール入賞食品を

PRするもの。 

サイズ：B2（縦） 

貸出上限：1セット 

 

（2） 配布物 

1．県内米粉食品 PRリーフレット 2．米粉レシピミニパンフレット 

昨年度の「やまがた米粉食品

コンクール」入賞食品等、県

内 60店の米粉食品（販売店、

飲食店）の情報が掲載されて

いるリーフレットです。 

サイズ：変形 A6 

（A3六ツ折） 

配布上限：100部 

米粉だからこその、簡単

でおいしい米粉料理レシ

ピ（特徴的な 5種類）が

掲載されているミニパン

フレットです。 

つり下げられるよう 1セ

ット 10 枚に束ねられて

います。 

サイズ：A6 

配布上限：5セット 

（50枚） 



6. 申込み・実績報告 

（1） 申込み 

「様式 1」に必要事項を記入し、使用希望予定日の原則 2週間前までに提出してく

ださい。なお、申込時に、「やまがた米っ粉クラブ」に未登録の場合は御登録くだ

さるようお願いします。 

※ 「やまがた米っ粉クラブ」： 

やまがた米っ粉クラブは、お米の消費を増やそうと、米粉関係者及び県民が一体となって、

本県産米を使った米粉食品の認知度向上及び消費拡大を図る県民運動を展開する組織で

す。会員区分や特典は以下のとおりです。 

会員区分 対象者 メリット 

 

事業者 

会員 

 

生産者(米粉用米を生産している方、

関心のある方)、食産業(製粉事業、製

パン、製麺、製菓、食品加工、外食 等)、

流通関係(量販店、コンビニエンスス

トア、商社 等)その他米粉を活用し、

又は活用することに関心をお持ちの

団体、企業、事業者の皆さん 

・ やまがた米っ粉クラブの名義及びキャンペーンマークを

看板、広告、POP、商品の包装などPR用として使用する

ことができます。 

・ やまがた米っ粉クラブが実施するキャンペーンやイベン

トに参加し、ＰＲすることができます。 

・ 「やまがた米っ粉クラブホームページ」から店舗、商品及

びイベント等の情報を入手したり発信したりすることが

できます。 

一般 

会員 

米粉利用食品に関心のある方、山形の

農業を応援したい方等 

・ 米粉に関する情報を随時提供します 

・ やまがた米っ粉クラブが実施するイベント、講習会等に優

先的に参加できます。 

・ 「やまがた米っ粉クラブホームページ」から店舗、商品及

びイベント等の情報を入手したり発信したりすることが

できます。 

（2） 実績報告 

「様式 2」に必要事項を記入し、事業終了後 10日以内に提出してください。 

（3） 提出先（問い合わせ先） 

    山形県米粉利用拡大プロジェクト推進協議会事務局 

（山形県農林水産部新農業推進課 佐藤（久）） 

     〒990-8570 山形市松波 2-8-1 電話：023-630-3192 FAX：023-630-2431 

（4） その他 

① 貸出物について、日程の重複などにより当方の在庫を超える申込があった場合

は、先着順で対応させていただきます。 

② 配布物は、在庫がなくなり次第、配布を終了します。また、実施時期により、

当方の実施する他のキャンペーン等のチラシに変更させていただく場合があり

ます。 

 

7. 貸出用品の発送・返却 

（1） 発送 

原則として当方から使用予定日の 2日前までに到着するよう発送します。 

（2） 返却 

事業終了後 3 日以内（または県が指定する日まで）に上記 6（3）あてに到着す

るよう返送願います。なお送料は各自御負担くださるようお願いします。 

なお、配布物についても、残部があり、以後使用の予定がない場合は御返却くだ

さるようお願いします。 



別 添 

 

パネル① 米粉のよさや特徴を紹介                パネル② 本県の代表的な米粉食品を紹介     

 


